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松本市松原地区町会連合会役員等報償規程 

 

（役員等の報償金） 

第１条 松原地区町会連合会会則第２７条による役員等の報償は、以下とする。 

 

（１）  会長              １５０，０００円 

（２）  副会長             １００，０００円 

（３）  会計              １００，０００円 

（４）  町内公民館長会会長        ５０，０００円 

（５）  監事               ５０，０００円 

（６）  専門部会長            ５０，０００円 

（７）  町内公民館管理運営委員会委員長  ４０，０００円 

（８）  町内公民館管理運営委員会会計   １０，０００円 

（９）  事務局長（設置の場合)      １００，０００円 

 

 

（規程の変更） 

第２条 この規程の変更は、松原地区町会連合会総会の承認を得なければならない。 

 

 

（付 則） 

    この規程は平成１４年４月１日から施行する。 

         平成１６年４月１日より一部改定・施行する。 

         平成２３年４月１日より一部改定・施行する。 

         平成２６年５月９日に制定し、平成２８年４月１日より一部改

定・施行する。 

令和６年４月２０日より一部改定・施行する。 

令和７年４月１９日より一部改定・施行する。 

 

 


